
当
消
防
本
部
の
平
成
25
年
の
救
急
出
場

件
数
は
、
1
，2
8
3
件
で
過
去
最
高
と

な
り
平
成
24
年
と
比
較
し
て
66
件
増
加
し

て
い
ま
す
。

命
に
か
か
わ
る
傷

病
者
が
救
急
車
を

待
っ
て
い
ま
す
。
救

急
車
の
適
正
な
利
用

に
つ
い
て
今
一
度
み

な
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

救
急
車
を
呼
ぶ
ほ
ど
で
も
な
い
、
家
族

で
病
院
に
連
れ
て
行
け
る
な
ど
、
診
療

時
間
外
に
病
院
を
探
す
場
合
は
、
和
歌

山
県
救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
、
電
話　

0
7
3
‐
4
2
6
‐
1
1
9
9（
N
T
T

電
話
帳
の
1
ペ
ー
ジ
に
電
話
番
号
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。）
で
診
察
可
能
な
病
院

案
内
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

消
防
本
部
で
も
診
察
可
能
な
病
院
の
情

報
提
供
は
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
診
察
さ
れ

る
病
院
に
症
状
な
ど
を
的
確
に
伝
え
る
た

め
、
で
き
る
だ
け
本
人
や
家
族
か
ら
連
絡
し

て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

第
2
回
「
防
火
の
詩
」

入
選
作
品
発
表

火
災
予
防
啓
発
の
一
環
と
し
て
、
住
民

の
皆
様
か
ら
、
有
田
川
町
の
火
災
予
防
に

関
す
る
「
標
語
・
詩
・
エ
ッ
セ
イ
・
俳
句
・

短
歌
・
川
柳
」
を
公
募
し
ま
し
た
。
入
選

さ
れ
た
作
品
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

○
優
秀
賞

　
（
有
田
川
町
田
口
／
田
口　

美
鈴
様
）

「
警
報
器

　家
に
も

あ
な
た
の
心
に
も
」

○
入

　選

（
有
田
川
町
市
場
／
嶋
村　

明
子
様
）

「
ま
あ
待
っ
て

あ
の
火
消
し
た
か

　点
検
し

あ
な
た
の
命

　財
産
守
れ
」

悪
質
な
消
火
器
の
訪
問
販
売

訪
問
点
検
等
に
ご
注
意
を

最
近
、
各
地
で
悪
質
な
消
火
器
の
訪
問

販
売
や
訪
問
点
検
に
よ
る
被
害
が
多
発
し

て
い
ま
す
。
不
適
切
な
点
検
を
行
う
業
者

の
手
口
は
巧
妙
で
あ
り
、
高
額
で
消
火
器

を
販
売
し
た
り
不
適
切
な
点
検
を
行
い
高

額
な
金
額
を
請
求
し
た
り
し
ま
す
。
被
害

や
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
に
、
次
の
事
に
十
分
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

○
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に

・
専
門
業
者
を
名
乗
り
、
消
火
器
の
強
引

な
点
検
・
購
入
を
強
要
す
る
場
合
、
ま

ず
は
、
身
元
の
確
認
で
き
る
も
の
の
提

示
を
求
め
、
あ
や
し
い
と
思
っ
た
ら
す

ぐ
に
断
り
ま
し
ょ
う
。

・
契
約
内
容
を
し
っ
か
り
確
認
し
、
安
易

に
サ
イ
ン
を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

○
高
額
な
請
求
が
あ
っ
た
場
合

・
慌
て
て
値
下
げ
交
渉
し
た
り
、

支
払
い
に
応
じ
た
り
せ
ず
に

冷
静
に
対
応
し
ま
し
ょ
う
。

・
脅
迫
的
な
言
動
に
出
た
時

は
、
速
や
か
に
警
察
に
連
絡

し
ま
し
ょ
う
。

【
悪
質
商
法
に
関
す
る
相
談
先
】

・
和
歌
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
0
7
3
‐
4
3
3
‐
1
5
5
1

・
有
田
川
町
役
場
商
工
観
光
課

☎
５
２
‐
２
１
１
１

○
消
火
器
に
つ
い
て

・
一
定
の
規
模
の
事
業
所
（
店

舗
や
事
務
所
等
）
に
は
、
消

防
法
で
消
火
器
の
設
置
義
務

が
あ
り
ま
す
。
一
般
家
庭
に

消
火
器
の
設
置
義
務
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
も
し
も
に
備
え
、

消
火
器
を
自
主
的
に
設
置
す

る
こ
と
は
望
ま
し
い
で
す
。

・
消
火
器
の
耐
用
年
数
は
、
8

年
か
ら
10
年
く
ら
い
で
す
。

消
火
器
に
書
か
れ
た
耐
用
年

数
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

・
新
た
に
消
火
器
を
購
入
す
る

際
は
、
古
く
な
っ
た
消
火
器
を

そ
の
販
売
店
で
引
き
取
っ
て
く

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
お

店
に
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

火　
　

災
…
…
…
…
…
3
件

　

救　
　

急
…
…
…
2
0
6
件

　

救　
　

助
…
…
…
…
…
4
件

（
平
成
26
年
2
月
28
日
現
在
）

有
田
川
町
消
防
本
部　

☎
５
２
‐
５
９
５
０

吉
備
金
屋
消
防
署　

☎
５
２
‐
５
９
５
０

清

水

消

防

署　

☎
２
５
‐
１
２
４
３

今
年
の
出
動
等（
累
計
）

１秒争う救急車　あなたも１秒考えて　～救急車の適正利用にご協力を～

あなたの 命 と 財産 を守るため　付いていますか？　住宅用火災警報器
「法律で全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられています。」

救
急
車
の
適
正
利
用
に
つ
い
て
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